
排水設備の工事は指定工事店で  

 汚水を速やかに排除するため，下水道に接続する際の工事は定めら

れた基準に従って正しく施工されなければなりません。このため市で

は，工事店の代表者の経歴や，専属責任技術者の資格などを審査し，

要件を満たした工事店を指宿市下水道排水設備指定工事店として登録

しています。  

 排水設備の工事は，登録されている指定工事店しか施工できないこ

とになっていますので，工事の依頼をする際は数社から見積りをと

り，工事費の内訳などを確認してから契約してください。  

 

下水道に接続するための工事は，市の指定した工事店でなければ施工できません。  

市の指定を受ける，または，指定の更新を行う工事店は申請してください。  

・申請書ダウンロード 

指定工事店の申請   

https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/download/page003443.html

